
 

個 人 質 問  議会事務局 

処 理 欄 

令和５年１１月１３日 ８時３０分 受付 

質 問 順 位  第 ６ 番 

武豊町議会議長 青木 信哉 殿 

武豊町議会議員 本村 強 

一 般 質 問 の 通 告 に つ い て  
令和５年第４回武豊町議会定例会において、次のように質問したいから通告します。 

質 問 事 項 質問の要旨(具体的にご記入願います) 

１.介護保険制

度見直しについ 

て 

【趣旨説明】今まさに、第 9 期介護保険計画の制度見直しの渦中にある

と、推察いたします。今回の第 9 期計画期間には、「団塊の世代」（昭和

22 年から 24 年生まれ）の方がたがすべて 75 歳以上になられる 2025 年問

題も包含する形で、計画が立てられ、そして実行されていくものと考え

ています。私はかねてより、本町における介護保険第 1 号被保険者（65

歳以上）の方の保険料を定めた保険料一覧表の内容について疑問を抱い

ていました。それは、第 5 段階の基準額を決めて全体で 12 段階の所得階

層ごとの保険料を決めている保険料やそのもととなる乗率の数値、所得

階層の偏りなどであります。不勉強な私ではありますが、素朴な疑問・

質問を以下お願いいたします。 

 

【質問事項】 

①  2025 年問題も抱えながらの今後の介護サービス事業に対して、介護人

材の不足が懸念されているが、本町の事業者においての現状はどうな

っているか。 

②  団塊の世代の方々が 75 歳以上になられる第 9 期計画期間中の、介護

給付費の増加が予想されるが、どのような対応を考えておられるか。 

③  介護給付費準備基金の目的と現状はどのようになっていますか。 

④  本年 10 月 17 日付け国からの「第 9 期計画期間に向けた 1 号保険料に

関する検討について」によりますと、方向性としては、「低所得者の

方の保険料軽減と高所得者の方の応能負担」を言っているようだが、

本町としての対応はどのようになりますか。 

 

 

 

 


